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事業活動に関する
「
①
第12回
満足度
調査
」
並びに
「
②
茨城県最低賃金
(特定産業別最賃含)
」に関する調査
票
)


（一社）茨城県経営者協会
	組織名
	



	所属･お役職名
	

	
	
	ご氏名
	

	Eメールアドレス
※無記入でも構いません
	　　　＠



設問１　当会主催各種事業､情報提供､サービス全般について貴組織の満足度に○をつけて下さい。
　　　　１．満足　　　　　　　　　２．おおむね満足　　　３．普通
　　　　４．やや不満を感じる　　　５．不満

　　「やや不満を感じる」または「不満」とお答えの場合、その理由をお聴かせ下さい。
　　　
　　　
　　　

設問２　当会に期待されている活動につきまして、下記項目から上位３つを選び、優先順に番号を
ご記載下さい。
	優先順位①：
	優先順位②：
	優先順位③：

	１．人的交流・ネットワークづくり　　　　    
	２．情報の収集、提供

	３．相談・アドバイス機能　　　　　　　　　　    
	４．行政施策に対する提案・要望活動

	５．人材採用支援
	６．経営者・管理者・従業員の研修事業

	６．人事諸制度の見直し再構築支援　　　　　　　　    
	８．企業間の商取引の橋渡し

	７．後継者育成、事業承継、Ｍ＆Ａなど
	10．企業の地域貢献活動、推進

	11．その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]



設問３　現在、3ヵ年の中期計画「第10次中期運営要綱」の最終年度として、別添 参考資料 
の事業並びに計画を進めて参りました。テーマ毎に、貴組織の評価をお聴かせ下さい。

	① 採用支援関連は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	② 階層別研修は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	③ 人事労務関連研修は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	④ 行政懇談会は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	⑤ テーマ別研修は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	⑥ 産学連携事業は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	⑦ 国内視察会は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	⑧ 講演会･ビジネス交流会は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	⑨ 会員交流は
	貴組織にとって有意義で ⇒
	ある
	ない

	※各事業につきましてご意見等ございましたらご記載下さい。



設問４　茨城県最低賃金（令和7年10/12より時間額1,074円）、並びに特定産業別最低賃金
　　　　（令和8年3/1より何れも時間額 鉄鋼1,166円、機械1,105円、3/19より電気1,115円）
　　　　につきまして、該当する番号をチェック☑下さい。

	(1) 現在の最低賃金
　　額(1,074円)の
　　負担感について
　　 ※①～③から選択
	□ ① 大いに負担になっている

□ ② 多少は負担になっている

□ ③ 負担になっていない

	(2) 令和7年の
　　最低賃金引上げ
　　に対する貴組織
　　の対応について
　　 ※①～③から選択
	□ ① 最低賃金を下回ったため、賃金を引上げた
　 ⇒引上げた従業員の属性を☑下さい（複数選択可）
　　□ 正社員　□ フルタイム･有期契約労働者　□ パート労働者

□ ② 最低賃金を上回っていたので、賃金は引上げていない 

□ ③ もともと最低賃金を上回っていたが、更に賃金を引上げた

	(3) 最低賃金引上げ
　　に伴う人件費増
　　加分への具体的
　　対応策(今後の対
　　応含め)をお聴か
　　せ下さい。
　　 ※①～⑮から選択
　　　 複数回答可
	□ ① 他の従業員の賃上げを抑制（一時金削減含む）

□ ② 人材確保を見据え、同業他社を上回る賃金に改定

□ ③ 雇用調整の実施、または採用の抑制

□ ④ 採用を正社員から非正規社員へ切替え

□ ⑤ 省人化・自動化を推進し、生産性を向上

□ ⑥ 残業時間・シフトの削減

□ ⑦ 設備投資の抑制

□ ⑧ 人件費以外の諸経費等コスト削減

□ ⑨ 商品・サービスの価格・料金の引上げ

□ ⑩ 内部留保による対応

□ ⑪ 新たな販路開拓

□ ⑫ 従業員の能力開発及びスキルアップ

□ ⑬ 新たな商品・サービスの開発

□ ⑭ 福利厚生費の削減

□ ⑮ 具体的な対応策が取れず、収益を圧迫

	(4) 令和8年の最低賃金
改定を見据えた現
時点のご意向
(経済状況次第でご回答
 が難しいと思いますの
 で､現時点のご意向で
 構いません)
　　 ※①～⑤から選択
	□ ① 引上げせずに、現状の金額を維持すべき

□ ② 令和7年度の上げ幅を下回る範囲で引上げるべき
□ ③ 令和7年度の上げ幅と同水準で引上げるべき
□ ④ 令和7年度の上げ幅を上回る水準で引上げるべき

□ ⑤ 分からない

	(5) 茨城県最低賃金､特定産業別最低賃金についてご意見等ございましたらお寄せ下さい。





ご回答ご協力、誠にありがとうございました。会員の皆様のお役に立てるよう努めて参ります。
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